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「トライオートＣＦＤ 取引説明書」の一部改正について 

下 線 部 変 更  

（2024年 5月 27日） 

現 行 改正後 

（省 略） 

 

トライオート CFDの手続きについて 

 

（省 略） 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）その他       （省 略） 

 

（省 略） 

 

トライオート CFDの自動売買に関する重要事項 

 

（省 略） 

 

（２）下記①～④の場合は注文がエラーとなり発注も

しくは約定しない可能性があります。注文がエラ

ーとなった場合、自動売買注文が稼働停止となり

再発注されません。自動売買で成立した建玉を保

有している場合は、お客様ご自身で成行注文にて

決済を行っていただく必要があります。 

 

（省 略） 

 

（９）注文の変更・取消には、売買方針等によって制限

があります。自動売買の仕組みや操作方法につい

ては、必ず当社ホームページおよび「トライオート

操作マニュアル」をご覧ください。 

 

（以下、省略） 

 

（現行どおり） 

 

トライオート CFDの手続きについて 

 

（現行どおり） 

 

（10）契約終了事由 

本取引の契約は以下の事由により終了すること

があります。 

・当社が定める所定の期限までに必要な証拠金を

差入れていただけない等、店頭 CFD 取引 契約

約款等の定めにより、お客様が期限の利益を喪

失した場合 

・上記のほか、店頭 CFD 取引 契約約款等に定め

る解約事由および契約終了事由が生じた場合 

・当社が行う金融商品取引業について、登録の取

消しや廃業等があった場合 

 

（11）その他   （現行どおり） 

 

（現行どおり） 

 

トライオート CFDの自動売買に関する重要事項 

 

（現行どおり） 

 

（２）下記①～④の場合は注文がエラーとなり発注も

しくは約定しない可能性があります。注文がエラ

ーとなった場合、自動売買注文が稼働停止となり

再発注されません。自動売買で成立した建玉を保

有している場合は、お客様ご自身で決済を行って

いただく必要があります。 

 

（現行どおり） 

 

（９）注文を変更する場合は、売買方針等によって制限

があります。自動売買の仕組みや操作方法につい

ては、必ず当社ホームページおよび「トライオート

操作マニュアル」をご覧ください。 

 

（以下、現行どおり） 
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現 行 改正後 

 

以上 

 

2024年 4月 17日作成 

2024年 4月 22日交付 

 

 

 

以上 

 

2024年 5月 24日作成 

2024年 5月 27日交付 

 

 

 


